
平成１８年度地下水質概況調査結果について

１ 調査の概要

地下水の水質汚濁に係る環境基準の維持達成状況を調査するため、全県を４キロメートル

四方に区分し、山間部を除く１５１区画のうち、８８区画（群馬県６４、前橋市１３、高崎

市１１）の井戸について、地下水質を調査しました。

なお、この調査は水質汚濁防止法第１６条第１項による「水質測定計画」に基づいて平成

元年度から毎年実施しています。

２ 調査項目別井戸数及び調査実施時期

実施主体 調査井戸数 調査項目 調査実施時期

群馬県 ６４ ２４ １３項目（注１）

３１ ２６項目（注２）

９ １項目（注３） １１月

前橋市 １３ ２７項目（注３）

高崎市 １１ ２６項目（注２）

（ 注１ ） １３項目は、（注２）の２６項目から、検出される頻度の高い次の項目を選定したものです。

カドミウム、鉛、砒素、ジクロロメタン、四塩化炭素、1，1-ジクロロエチレン、シス-1，2-ジクロ

ロエチレン、1，1，1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及

び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

（ 注２ ） ２６項目は、次のとおりです。

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀（総水銀が検出されたときの

み測定する）、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1，2-ジクロロエタン、1，1-ジクロロエチレン、

シス-1，2-ジクロロエチレン、1，1，1-トリクロロエタン、1，1，2-トリクロロエタン、トリクロロエ

チレン、テトラクロロエチレン、1，3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベ

ンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

（ 注３ ） １項目は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素です。

（ 注４ ） ２７項目は、（注２）の２６項目にＥＰＮを追加した項目です。

３ 調査結果（別表参照）

調査を実施した８８本の井戸のうち、１７本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基

準を超過しました。

（参考） 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の過去７年の環境基準超過状況

年 度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

調査実施数 151 151 151 151 105 88 88

基準超過数 45 39 42 36 29 12 17

超過率（％） 29.8 25.8 27.8 23.8 *(27.6) *(13.6) *(19.3)

（注）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、平成１１年２月に地下水の水質汚濁に係る環境基準項目に追加さ

れ、平成１２年度から調査を実施しています。

＊全 151 地点の調査ではないため、超過率は参考値となります。



４ 井戸の所有者に対する指導

地下水質を調査した８８本の井戸のうち、１７本（１９．３％）で環境基準を超える値が

検出されたことから、当該井戸の所有者に対して、飲用を控えるよう指導を行いました。

５ 地下水の水質保全のための主な取組

工場・事業場に対する有害物質の適切な取扱及び地下浸透防止の指導を実施しており、硝酸

性窒素及び亜硝酸性窒素については、次のような取組を実施しています。

ア 農業関係

環境への負荷が少ない施肥技術の普及を行っています。

イ 畜産関係

家畜排せつ物の適正な処理及び管理の指導を行っています。

ウ 生活排水関係

「群馬県汚水処理計画」に基づき、地域の実情に即した生活排水処理施設の整備を進めて

います。

（別表）

平成１８年度地下水概況調査環境基準超過井戸一覧
〔単位：mg/Ｌ〕

番号 所在地 硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素

1 東吾妻町三島 12

2 板倉町除川 45

3 富士見村小暮 24

4 太田市薮塚町 14

5 太田市新田小金井町 23

6 太田市新田下田中 24

7 太田市新田小金井町 17

8 甘楽町福島 12

9 沼田市屋形原町 19

10 太田市出塚町 14

11 高崎市上室田町 12

12 安中市安中 13

13 伊勢崎市安堀町 24

14 伊勢崎市安堀町 18

15 伊勢崎市国定町一丁目 22

16 伊勢崎市境平塚 12

17 高崎市倉渕村三ノ倉 13

環境基準 10




